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今月のワンポイント！～『自転車の歩道通行について』
【歩道を通行できるケース】

①道路標識等により歩道通行することが認められている場合

②13歳未満のこども、70歳以上の高齢者、車道を通行する

ことに支障がある障害を持つ方

③工事や駐車車両が多く車道通行が困難な場合

④通行車両が著しく多く、かつ、車道幅員が狭く通行車両と

接触の危険性がある場合

歩道は歩行者優先

です。

歩道を通行する

場合は車道寄りを

徐行して下さい。自転車の歩道

通行可の標識

最高速度１


